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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

添付資料１ 

 

廃止措置の方法，工程及び安全対策（概要） 

 

1. 廃止措置の方法  

1.1 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地 

略 

 

1.2 廃止措置の基本方針 

1.2.1 廃止措置の進め方 

(1)～(6)略 

 

1.2.2 関係法令等の遵守 

略 

 

1.2.3 放射線管理に関する方針 

略 

 

1.2.4 放射性廃棄物に関する方針 

略 

 

1.3 廃止措置の実施区分 

略 

 

1.3.1 解体準備期間 

略 

 

1.3.2 機器解体期間 

略 

 

1.3.3 管理区域解除期間 

略 

 

1.4 リスク低減の取組 

1.4.1 高放射性廃液を貯蔵している高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全確保 

再処理に伴い発生した高放射性廃液をガラス固化技術開発施設(TVF)に全て移

送し終えるまでの間，長期にわたり貯蔵管理していくことから，再処理維持基準

規則を踏まえた安全対策を実施することとし，高放射性廃液の沸騰防止対策を中

心に安全性を向上させる（別紙 1参照）。現在，再処理維持基準規則を踏まえた安

添付資料１ 

 

廃止措置の方法，工程及び安全対策（概要） 

 

1. 廃止措置の方法  

1.1 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地 

変更なし 

 

1.2 廃止措置の基本方針 

1.2.1 廃止措置の進め方 

(1)～(6)変更なし  

 

1.2.2 関係法令等の遵守 

変更なし 

 

1.2.3 放射線管理に関する方針 

変更なし 

 

1.2.4 放射性廃棄物に関する方針 

変更なし 

 

1.3 廃止措置の実施区分 

変更なし 

 

1.3.1 解体準備期間 

変更なし 

 

1.3.2 機器解体期間 

変更なし 

 

1.3.3 管理区域解除期間 

変更なし 

 

1.4 リスク低減の取組 

1.4.1 高放射性廃液を貯蔵している高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全確保 

再処理に伴い発生した高放射性廃液をガラス固化技術開発施設(TVF)に全て移

送し終えるまでの間，長期にわたり貯蔵管理していくことから，再処理維持基準

規則を踏まえた安全対策を実施する。安全対策の内容を「5.1.2 性能維持施設の

安全対策」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 

○安全対策の具体化に伴う別
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

全対策の設計を進めている段階であり，平成 29 年度末までの設計内容を踏まえ

て対策の可否を判断するとともに，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実

施範囲及び実施内容を整理し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。その内

容を踏まえて詳細設計を進め，安全対策の詳細内容については，遅くとも平成 31

年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。 

 

1.4.2 高放射性廃液のガラス固化技術開発施設(TVF)におけるガラス固化 

略 

1.4.3 高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)の貯蔵状態の改善 

略 

なお，これらの高放射性固体廃棄物の取出しが完了するまでの安全対策は，別

紙 2に示す。 

1.4.4 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)における低放射性廃液のセメント固

化 

廃棄体化技術の進展を踏まえて，ホウ酸ナトリウムを用いた中間固化体を製造

する蒸発固化設備から埋設処分可能なセメント固化設備への改造を行う。また，

セメント固化体を浅地中処分する際に廃液に含まれる硝酸性窒素（環境規制物

質）による環境影響を低減させるため，廃液中の硝酸根を分解する設備の整備を

行う。これらの改造及び整備により，再処理に伴い発生した低放射性濃縮廃液の

固化・安定化を行い，低放射性濃縮廃液に係るリスク低減を図る（別紙 3参照）。 

 

1.5 使用しない設備の措置 

略 

 

1.6 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの

方法 

1.6.1 使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

略 

 

1.6.2 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理 

略 

 

1.6.3 核燃料物質の譲渡し 

略 

 

1.7 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去 

1.7.1 廃止措置対象施設の汚染の特徴 

略 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 高放射性廃液のガラス固化技術開発施設(TVF)におけるガラス固化 

変更なし 

1.4.3 高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)の貯蔵状態の改善 

略 

なお，これらの高放射性固体廃棄物の取出しが完了するまでの安全対策は，別

紙 1に示す。 

1.4.4 低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)における低放射性廃液のセメント固

化 

廃棄体化技術の進展を踏まえて，ホウ酸ナトリウムを用いた中間固化体を製造

する蒸発固化設備から埋設処分可能なセメント固化設備への改造を行う。また，

セメント固化体を浅地中処分する際に廃液に含まれる硝酸性窒素（環境規制物

質）による環境影響を低減させるため，廃液中の硝酸根を分解する設備の整備を

行う。これらの改造及び整備により，再処理に伴い発生した低放射性濃縮廃液の

固化・安定化を行い，低放射性濃縮廃液に係るリスク低減を図る（別紙 2参照）。 

 

1.5 使用しない設備の措置 

変更なし 

 

1.6 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しの

方法 

1.6.1 使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

変更なし 

 

1.6.2 使用済燃料，核燃料物質及び使用済燃料から分離された物の管理 

変更なし 

 

1.6.3 核燃料物質の譲渡し 

変更なし 

 

1.7 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去 

1.7.1 廃止措置対象施設の汚染の特徴 

変更なし 
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○別紙番号の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

○別紙番号の見直し 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

1.7.2 解体準備期間における除染 

略 

 

1.7.3 機器解体期間における除染 

略 

 

1.7.4 管理区域解除期間における除染 

略 

 

2. 廃止措置の工程 

2.1 廃止の工程の全体像 

略 

 

2.2 当面の実施工程 

略 

 

2.3 廃止措置の工程の管理 

略 

 

3. 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

3.1 せん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置 

略 

 

3.2 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

略 

 

4. 特定廃液の固型化その他の処理を行う方法及び時期 

略 

 

4.1 高放射性廃液 

4.1.1 処理を行う方法 

略 

 

4.1.2 処理を行う時期 

略 

 

4.1.3 工程の管理 

略 

 

1.7.2 解体準備期間における除染 

変更なし 

 

1.7.3 機器解体期間における除染 

変更なし 

 

1.7.4 管理区域解除期間における除染 

変更なし 

 

2. 廃止措置の工程 

2.1 廃止の工程の全体像 

変更なし 

 

2.2 当面の実施工程 

変更なし 

 

2.3 廃止措置の工程の管理 

変更なし 

 

3. 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

3.1 せん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置 

変更なし 

 

3.2 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期 

変更なし 

 

4. 特定廃液の固型化その他の処理を行う方法及び時期 

略 

 

4.1 高放射性廃液 

4.1.1 処理を行う方法 

変更なし 

 

4.1.2 処理を行う時期 

変更なし 

 

4.1.3 工程の管理 

変更なし 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

4.2 低放射性濃縮廃液 

4.2.1 処理を行う方法 

略 

 

4.2.2 処理を行う時期 

略 

 

5. 安全対策 

5.1 各施設の安全対策 

5.1.1 廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設（性能維持施設） 

略 

 

5.1.2 性能維持施設の安全対策 

各施設の今後の使用計画を踏まえた上で，施設が保有する放射性物質によるリ

スクに応じて安全上の重要度を見直し，その安全上の重要度に応じて，再処理維

持基準規則を踏まえた必要な安全対策を行う。 

安全対策については，廃止に向かう限られた期間の中で使用を継続する施設で

あることを踏まえ，恒設設備のみならず可搬型設備による代替策も視野に入れ，

より実効性のある対策を選定するものとする。 

各施設の安全上の重要度は，取り扱う放射性物質の種類や量を踏まえ，安全機

能の喪失による周辺公衆の被ばく影響を考慮し見直しを行う。その際には，可搬

型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を考慮するものとする。 

見直した重要度に応じて耐震性の確保や外部事象からの防護等，必要な安全対

策を行う。可搬型設備等による代替策については，地震・津波等により複数の対

策が同時に機能喪失することのないよう，配備数や分散配置を考慮するととも

に，代替策の機能が正常に機能していることを確認するための監視を行うことに

より，信頼性を向上させる。 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の設計を施設の現況等に照らし進め

ている段階であり，平成 29 年度末までの設計内容を踏まえて対策の可否を判断

するとともに，再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実施範囲(既存設備へ

の影響やガラス固化処理への影響等を踏まえ，恒設設備による安全対策が実施可

能な範囲)及び実施内容を整理し，その後，廃止措置計画の変更申請を行う。そ

の内容を踏まえて詳細設計を進め，安全対策の詳細内容については，遅くとも平

成 31 年度末までに定め，逐次廃止措置計画の変更申請を行う。その際，再処理

維持基準規則により難い特別な事情があり，再処理維持基準規則を踏まえた安全

対策を実施できない場合については，必要に応じて可搬型設備等の代替策も視野

に入れ，安全機能の維持や回復を検討するとともに，その事情を明確にする。ま

た，再処理維持基準規則を踏まえた安全性向上対策のうち，実施可能なものにつ

いては，自主的に対策を進め，実施した対策については，逐次廃止措置計画に反

4.2 低放射性濃縮廃液 

4.2.1 処理を行う方法 

変更なし 

 

4.2.2 処理を行う時期 

変更なし 

 

5. 安全対策 

5.1 各施設の安全対策 

5.1.1 廃止措置期間中に性能を維持すべき再処理施設（性能維持施設） 

変更なし 

 

5.1.2 性能維持施設の安全対策 

各施設の今後の使用計画を踏まえた上で，施設が保有する放射性物質によるリ

スクに応じて安全上の重要度を見直し，その安全上の重要度に応じて，再処理維

持基準規則を踏まえた必要な安全対策を行う。 

安全対策については，廃止に向かう限られた期間の中で使用を継続する施設で

あることを踏まえ，恒設設備のみならず可搬型設備による代替策も視野に入れ，

より実効性のある対策を選定する。 

各施設の安全上の重要度は，取り扱う放射性物質の種類や量を踏まえ，安全機

能の喪失による周辺公衆の被ばく影響を考慮し見直しを行う。その際には，可搬

型設備等の代替策も視野に入れ，安全機能の維持や回復を考慮する。 

見直した重要度に応じて耐震性の確保や外部事象からの防護等，必要な安全対

策を行う。可搬型設備等による代替策については，地震・津波等により複数の対

策が同時に機能喪失することのないよう，配備数や分散配置を考慮するととも

に，代替策の機能が正常に機能していることを確認するための監視を行うことに

より，信頼性を向上させる。 

再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の設計を施設の現況等に照らし進め，

これまでに施設の重要度分類，安全対策の設計，想定事故等の選定を実施し，安

全対策の実施範囲及び実施内容を整理した。 

これらの結果を踏まえ，安全対策の実施範囲は，高放射性廃液貯蔵場（HAW）及

びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟並びにそれら関連施設

に限定した上で，東京電力福島第一原子力発電所の事故後，再処理維持基準規則

によって強化された要求事項に対し，廃止措置段階に応じた 適な措置を講じ

る。その他の施設については，既往の許認可に従った管理を継続する。 

また，特定廃液の処理等を推進することにより重大事故の要因となるリスクを

減少させることを 優先とし，その過程で残存するリスクの大きさ，期間に対し

て有効な安全対策を講じる。安全対策の実施に際しては，ガラス固化処理の取り

組みが進むことでリスクが低減されることから，重大事故の対処設備に対して安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記載の適正化 

 

 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

〇安全対策の具体化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

5/34 

変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全上重要な施設及び耐震重要施設の対象外となる時期や工事実施によるガラス

固化処理計画を遅延させるなどの影響を与える時期等を踏まえた有効な安全対

策を行う。さらに，事象の進展により重大事故に至るおそれがあるものについて

は，その発生防止，拡大防止及び影響緩和として，有効な対策を実施する。 

なお，再処理維持基準規則を踏まえた安全性向上対策のうち，実施可能なもの

については，自主的に対策を進め，実施した対策については，逐次廃止措置計画

に反映する。 

 

(1)施設の重要度分類 

①安全上重要な施設 

・ガラス固化技術開発施設(TVF)については，既往の許認可で安全上重要な

施設としているものを踏襲し，その他の施設については，「再処理施設の位

置，構造及び設備の基準に関する規則」の「第１条 定義」の解釈に示さ

れた１５項目に該当する施設の中から，現実的なインベントリに基づき，

安全機能の喪失に起因する公衆への被ばく影響評価の結果より安全上重

要な施設を選定した。 

・結果として，高放射性廃液貯蔵場(HAW)，ガラス固化技術開発施設(TVF)及

びそれらの関連施設を安全上重要な施設として選定した（表 7-1 参照）。 

・なお，安全上重要な施設に該当する場合であって，地震，津波，竜巻等の

外部事象を考慮した場合に機能を維持することが困難な施設については，

安全上重要な施設に求められる設計要求に対して，可搬型設備による代替

策を含めた対策を行う。 

②耐震重要施設 

・「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」の解釈における S

クラスの例に該当するものの中から，現実的なインベントリに基づき，安

全機能の喪失に起因する公衆への影響評価の結果より耐震重要施設を選

定した。 

・結果として，高放射性廃液貯蔵場(HAW)，ガラス固化技術開発施設(TVF)及

びそれらの関連施設を耐震重要施設として選定した（表 7-2 参照）。 

 

(2)再処理維持基準規則を踏まえた安全対策の実施内容 

① 内部火災対策 

・ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟においては，火災又

は爆発による安全機能の喪失に対し，高放射性廃液の崩壊熱除去機能を有

する機器へ給電する安全系ケーブル及び制御室内の安全系ケーブルの系

統分離を行う。高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設

(TVF)ガラス固化技術開発棟の安全上重要な施設は，内部火災による多重

化された安全上重要な設備の同時損傷を考慮し，エンジン付きポンプ，組

立水槽等の事故対処設備を高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術

 

 

 

 

 

 

 

 

〇施設の重要度分類に関して，

選定の考え方，選定結果を記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇安全対策の具体化 
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開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の建家内に配備し，自然水利からの

取水により崩壊熱除去機能を維持できるよう対策を講じる。 

② 地震対策 

・ガラス固化技術開発施設（TVF）からの排気を行う第二付属排気筒は，基準

地震動 Ss に対し耐震性を確保するため，耐震補強を行う。高放射性廃液

貯蔵場(HAW)からガラス固化技術開発施設（TVF）へ移送するための配管が

収納されている T21 トレンチについては，基準地震動 Ss に対し耐震性を

確保するため，周辺の地盤補強を行う。ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラ

ス固化技術開発棟の冷却水配管については，耐震性を確保するため，一部

の配管にサポートを追加する。耐震重要施設である高放射性廃液貯蔵場

(HAW)，ガラス固化技術開発施設(TVF)に隣接している主排気筒は，耐震重

要施設には該当しないものの，地震発生時の波及的影響の観点から基準地

震動 Ss に対し耐震補強を行う。  

・設計に用いる入力地震動は，解放基盤表面で定義された基準地震動 Ss に

対して一次元波動論にて評価した各位置の応答波に加え，建家基礎版底面

に補正水平力（切欠き力）を考慮する。解放基盤表面で定義された基準地

震動 Ss が，建家基礎版の底面レベルまで上昇する際の増幅特性の確認を

目的とし，一次元波動論を用いた等価線形解析を行い，解放基盤表面に基

準地震動 Ss を入力した際の建家基礎下レベルにおける自由表面波を考慮

する（別紙 3，4参照）。 

③ 津波対策 

・基準津波による津波高さは，高放射性廃液貯蔵場(HAW)で「東京湾平均海

面」（以下「T.P.」という。）+14.2 m，ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラ

ス固化技術開発棟で T.P.+12.8 m と評価している。ガラス固化技術開発施

設（TVF）ガラス固化技術開発棟及び当該建家内の安全上重要な機器は，基

準津波に対し健全性を維持している。高放射性廃液貯蔵場(HAW)について

は，一部浸水するおそれがあるが，高放射性廃液貯槽及び高放射性廃液貯

槽を設置しているセルは健全性を維持している。また，事故対処にも影響

はない。 

④ 竜巻対策 

・高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技

術開発棟の外壁及び屋上スラブは，設計竜巻及び設計飛来物（鋼製材〔長

さ 4.2 m×幅 0.3 m×高さ 0.2 m，質量 135 kg，飛来時の水平速度 51 

m/s，飛来時の鉛直速度 34 m/s〕）に対し健全性を維持している。窓，扉等

の建家開口部は，貫通による重要設備が損傷しないための閉止措置等を行

う。また，設計飛来物を上回る竜巻影響を与えるおそれのある飛来物候補

については，固縛等により施設に影響を与えないよう対策を行う。さらに

車両については，原則，竜巻防護施設から離隔して駐車する。 

⑤ 火山対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

7/34 
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・ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の制御室では，降下

火砕物に対し居住性を確保するための外気取込及び循環換気用可搬型ブ

ロワの配備，換気ライン及びフィルタの配備を行う。また，高放射性廃液

貯蔵場(HAW)の制御室については，運転員は常駐しておらず，事故時では，

他施設から作業員を派遣することで対応が可能である。 

⑥ 溢水対策 

・ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟における高放射性廃

液の崩壊熱除去に係る機器への被水及び没水や屋内のアクセスルートが

没水により機能が損なわれることを防止するため，配管の耐震補強を行

う。また，配管から安全上重要な施設に該当する動力分電盤等への被水を

防止する対策を実施する。高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術

開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の安全上重要な施設は，溢水により

多重化された安全上重要な設備の同時損傷を想定した場合でも，エンジン

付きポンプ，組立水槽等の事故対処設備を高放射性廃液貯蔵場(HAW)及び

ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の建家内に配備し，

自然水利からの取水による崩壊熱除去機能を維持できるよう対策を講じ

る。 

 

(3)事故対策 

① 想定事故の選定 

・「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」で定められている重大事故の

うち，現実的なインベントリに基づく評価で，起因事象から重大事故に至

る時間が 1年を超えるもの，又は放出量が Cs-137 換算で 0.01 TBq 未満の

ものを除外した。 

・その結果，高放射性廃液貯蔵場(HAW)高放射性廃液貯槽(272V31～V35)，中

間貯槽(272V37,V38)，ガラス固化技術開発施設(TVF)受入槽(G11V10)，回収

液槽(G11V20)における蒸発乾固を選定した。 

② 重大事故対処設備 

・外部事象等の影響で安全機能（崩壊熱除去機能）が喪失し重大事故（蒸発

乾固）に進展する可能性がある場合に備え，エンジン付きポンプ，組立て

水槽等の事故対処設備を高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開

発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の建家内に保管する。 

・崩壊熱除去機能が喪失し，蒸発乾固が発生した場合又はそのおそれがある

場合は，配備したエンジン付きポンプ，組立水槽の据付及びホースの布設

を実施し，自然水利（新川等）からの取水により対象の設備へ注水する。

なお，高放射性廃液貯槽が沸騰に到達するまでの進展は緩慢であり，アク

セスルートに対して，津波の影響を考慮してもエンジン付きポンプ及び組

立水槽は，人力により運搬，設置が可能である。 

③ 発生防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事故選定に関して，選定方法

及び選定結果について記載 

 

 

 

 

 

 

 

〇事故対処設備の構成，事故対

処方法について記載 
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5.1.3 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

略 

 

5.2 廃止措置における安全対策 

略 

 

5.2.1 放射性物質の漏えい及び拡散防止対策 

略 

 

5.2.2 放射線業務従事者の被ばく低減対策 

略 

 

5.2.3 事故防止対策 

略 

 

5.2.4 労働災害防止対策 

略 

・崩壊熱除去機能が喪失した場合は，配備しているエンジン付きポンプ，組

立て水槽等の事故対処設備を用いて，自然水利からの取水により高放射性

廃液を貯蔵する貯槽の冷却コイルに注水することにより，蒸発乾固の発生

を防止する。 

④ 拡大防止対策 

・発生防止対策が機能せず,高放射性廃液を内蔵する貯槽が沸騰した場合又

はそのおそれがある場合は，拡大防止対策として機器の内部に直接注水す

ることにより，蒸発への進展を緩和し，放射性物質の放出を抑制する。 

⑤ 影響緩和対策 

・高放射性廃液貯蔵場(HAW)では，重大事故等の発生防止対策又は拡大防止

対策が機能しなかった場合, 影響緩和設備として，一定の圧力上昇により

緊急放出系から排気される。緊急放出系では，沸騰により放射性エアロゾ

ルが発生した場合に，大量の蒸気発生により換気が不十分となった状態

で，水封槽を通過した放射性物質が高性能粒子フィルタを経由して主排気

筒へ放出させることで影響を緩和する。 

・また，ガラス固化技術開発施設(TVF)は，重大事故等の発生防止対策又は拡

大防止対策が機能しなかった場合,高放射性廃液の沸騰に伴い放射性物質

を含んだ蒸気を固化セル内の槽類換気系のインテーク弁を開放すること

で，固化セル内に導出する。また，固化セル内に導出した蒸気は既設の高

性能粒子フィルタを経由して第二付属排気筒へ放出させることで影響を

緩和する。 

 

5.1.3 性能維持施設の設備，その性能，その性能を維持すべき期間 

変更なし 

 

5.2 廃止措置における安全対策 

変更なし 

 

5.2.1 放射性物質の漏えい及び拡散防止対策 

変更なし 

 

5.2.2 放射線業務従事者の被ばく低減対策 

変更なし 

 

5.2.3 事故防止対策 

変更なし 

 

5.2.4 労働災害防止対策 

変更なし 
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5.2.5 廃止措置のために導入する装置の安全設計 

略 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

表 1 主要な廃止措置対象施設（１／１６）～（１６／１６） 

表 略 

 

 

表 2-1 放射性気体廃棄物の放出管理目標値 

（主排気筒，第一付属排気筒及び第二付属排気筒の合計） 

表 略 

 

 

表 2-2 処理済廃液の放出管理目標値 

表 略 

 

 

表 3 廃止措置の基本的なステップ 

表 略 

 

 

表 4 使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

表 略 

 

 

表 5-1 廃止措置工程表 

表 略 

 

 

表 5-2 再処理維持基準規則を踏まえた主な安全対策に関する工程 

表 略 

 

 

5.2.5 廃止措置のために導入する装置の安全設計 

変更なし 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

表 1 主要な廃止措置対象施設（１／１６）～（１６／１６） 

表 変更なし 

 

 

表 2-1 放射性気体廃棄物の放出管理目標値 

（主排気筒，第一付属排気筒及び第二付属排気筒の合計） 

表 変更なし 

 

 

表 2-2 処理済廃液の放出管理目標値 

表 変更なし 

 

 

表 3 廃止措置の基本的なステップ 

表 変更なし 

 

 

表 4 使用済燃料及び核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量 

表 変更なし 

 

 

表 5-1 廃止措置工程表 

表 変更なし 

 

 

表 5-2 再処理維持基準規則を踏まえた主な安全対策に関する工程 

表 変更なし 
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表 5-3 工程洗浄に関する工程 

表 略 

 

 

表 5-4 ガラス固化処理に関する工程 

表 略 

 

 

表 6 回収可能核燃料物質の存在場所ごとの保有量 

表 略 

 

 

表 7 性能維持施設設（１／１７） 

表 略 

 

 

 

表 7 性能維持施設設（２／１７） 

表 略 

 

 

表 7 性能維持施設設（３／１７）～（１７／１７） 

表 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-3 工程洗浄に関する工程 

表 変更なし 

 

 

表 5-4 ガラス固化処理に関する工程 

表 変更なし 

 

 

表 6 回収可能核燃料物質の存在場所ごとの保有量 

表 変更なし 

 

 

表 7 性能維持施設設（１／１７） 

表 変更なし 

 

 

 

表 7 性能維持施設設（２／１７） 

表 変更なし 

 

 

表 7 性能維持施設設（３／１７）～（１７／１７） 

表 変更なし 
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表 7-1 安全上重要な施設一覧（1／5） 

 

 

 

（注 1） 外部事象を考慮した場合に，施設の現況等に照らして機能を維持することが困難な場合は，その安全機能を可搬型設備 

により早期に代替することで 適化を図る。 

〇安重施設の選定 
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表 7-1 安全上重要な施設一覧（2／5） 

 

 

 

 

（注 1） 外部事象を考慮した場合に，施設の現況等に照らして機能を維持することが困難な場合は，その安全機能を可搬型設備 

により早期に代替することで 適化を図る。 

〇安重施設の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

13/34 

変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7-1 安全上重要な施設一覧（3／5） 

 

 

 

（注 1） 外部事象を考慮した場合に，施設の現況等に照らして機能を維持することが困難な場合は，その安全機能を可搬型設備 

により早期に代替することで 適化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇安重施設の選定 
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表 7-1 安全上重要な施設一覧（4／5） 

 

 
 

（注 1） 外部事象を考慮した場合に，施設の現況等に照らして機能を維持することが困難な場合は，その安全機能を可搬型設備 

により早期に代替することで 適化を図る。 

 

 

 

 

〇安重施設の選定 
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表 7-1 安全上重要な施設一覧（5／5） 

 

 

 

（注 1） 外部事象を考慮した場合に，施設の現況等に照らして機能を維持することが困難な場合は，その安全機能を可搬型設備 

により早期に代替することで 適化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇安重施設の選定 
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〇耐震重要施設の選定 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇耐震重要施設の選定 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇耐震重要施設の選定 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇耐震重要施設の選定 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇耐震重要施設の選定 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

図 略 

図 1 再処理施設の敷地及び廃止措置対象施設の配置 

 

 

別紙 1 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全上重要な施設の多重化 

 
 

 

図 変更なし 

図 1 再処理施設の敷地及び廃止措置対象施設の配置 

 

 

別紙 1 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全上重要な施設の多重化 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化に伴う別

紙の削除 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

別紙 2 

 

高放射性固体廃棄物の取出しが完了するまでの安全対策 

略 

 

 

 

別紙 3 

 

低放射性濃縮廃液及び廃溶媒に係るリスク評価 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 

 

高放射性固体廃棄物の取出しが完了するまでの安全対策 

変更なし 

 

 

 

別紙 2 

 

低放射性濃縮廃液及び廃溶媒に係るリスク評価 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○別紙番号の見直し 

 

 

 

 

 

 

○別紙番号の見直し 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料３．変更箇所の新旧対照表 

30/34 

変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全対策の具体化 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

添付資料２ 

 

放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法（概要） 

 

1. 放射性廃棄物の発生量 

略 

 

2. 放射性廃棄物の種類と処理・処分の考え方 

略 

 

2.1 放射性気体廃棄物 

略 

 

2.2 放射性液体廃棄物 

略 

 

2.3 放射性固体廃棄物 

略 

 

3.既存施設における処理と貯蔵 

3.1 高レベル放射性廃棄物 

略 

 

3.2 低レベル放射性廃棄物 

3.2.1 固体廃棄物 

略 

 

3.2.2 液体廃棄物 

略 

 

4. 新規施設における減容処理及び廃棄体化処理 

略 

 

以 上 

 

 

 

 

 

添付資料２ 

 

放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法（概要） 

 

1. 放射性廃棄物の発生量 

変更なし 

 

2. 放射性廃棄物の種類と処理・処分の考え方 

変更なし 

 

2.1 放射性気体廃棄物 

変更なし 

 

2.2 放射性液体廃棄物 

変更なし 

 

2.3 放射性固体廃棄物 

変更なし 

 

3.既存施設における処理と貯蔵 

3.1 高レベル放射性廃棄物 

変更なし 

 

3.2 低レベル放射性廃棄物 

3.2.1 固体廃棄物 

変更なし 

 

3.2.2 液体廃棄物 

変更なし 

 

4. 新規施設における減容処理及び廃棄体化処理 

変更なし 

 

以 上 
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変 更 前（平成 30 年 6 月） 変 更 後（令和元年 12 月変更） 備考 

 

表 8 放射性液体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵量 

表 略 

 

 

表 9 放射性固体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵（保管）量 

表 略 

 

 

表 10 解体の対象となる施設から発生する低レベル放射性廃棄物(固体

及び液体)の推定発生量 

表 略 

 

 

図 略 

図 2 各施設間の主要な放射性廃棄物の流れ 

 

 

 

 

 

表 8 放射性液体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵量 

表 変更なし 

 

 

表 9 放射性固体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵（保管）量 

表 変更なし 

 

 

表 10 解体の対象となる施設から発生する低レベル放射性廃棄物(固体

及び液体)の推定発生量 

表 変更なし 

 

 

図 変更なし 

図 2 各施設間の主要な放射性廃棄物の流れ 

 

 

 

 

 


